
申請者（若しくは代理人） 長崎市

　　　　*1.必要に応じ現場確認を行う場合審査期間が長くなることがあります。

　　　　*2.審査により交付決定額と交付確定額が異なる場合は、別途通知します。

「長崎市移住支援空き家家財処分費補助金」

に係る交付申請等の事務の流れ

補助金交付申請 補助金交付申請受付

○ 書類等審査

○ 他部局照会

審査期間：3週間程度

補助金交付決定

○申請時の様式

補助金交付申請書、改修計画書、委任状 等

〇その他添付書類

水道等の使用に関する証明書、固定資産納税通知書の写

し等、完納証明書、見積書、着工前写真、空き家等情報

バンク登録書の写し 等

申請者へ郵送

変更申請

工事完了・代金の支払

内容変更承認

軽微な変更届 軽微な変更届

完了実績報告 書類審査･現場確認＊１

補助金の額の確定＊2

補助金の支払

【添付書類】施工前写真、見積書

【添付書類】見積書等

審査期間：3週間程
事業完了若しくは事業代金の支払

後30日以内（最終：R7.3.10）

【添付書類】

完了実績報告書、工事完了証明書、完成写真、事業代金

の支払が分かる書類、搬入伝票の写し、アンケート、

等

事業の内容に変更がある場合

事業を中止する場合

補助金交付申請 取下書の確認・受理

事 業 着 手

変更部分事業着手

内容変更申請受付

○ 書類等審査

審査期間：2週間程度

提 出

＊提出のみ

申請者へ郵送

提 出

提 出

提 出

手続期間：2週間程


